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令 和 ３ 年 １ 月 

 

山 梨 労 働 局 ・  労 働 基 準 監 督 署 



山梨県の最低賃金一覧表 
●地域別最低賃金 

 

●特定最低賃金 

産 業 別 
時 間 額 

（発効年月日） 

適用の範囲 
(平成 25 年 10 月改定日

本標準産業分類による) 

特定最低賃金の適用から除外され山梨県

最低賃金が適用されるもの 

 

 

電子部品・デ

バイス・電子

回路、電気機械

器具、情報通信

機械器具製造業

最低賃金 

 

 

 

９１４円 

（Ｒ３.１.14） 

 

 

山梨県の区域内で、次の産業

を営む使用者及び使用者に

使用される労働者 

(1) 電子部品・デバイス・電子

回路製造業 

(2) 電気機械器具製造業 

(3) 情報通信機械器具製造業 

(4) 純粋持株会社（管理する全

子会社を通じての主要な経

済活動が(1)から(3)までに掲

げる産業に分類されるもの

に限る。） 

 

(1) １８歳未満又は６５歳以上の者 
(2) 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得
中のもの（技能養成の内容、実施期間が明確
で、かつ、計画性をもち、担当者又は責任者
が定められていること等一定の要件を具備
している技能養成の対象者に限る。） 

(3) 次に掲げる業務に主として従事する者 
「業務に主として従事する者」とは、次の
①から③の業務に従事する時間が当該労働
者の月間総実労働時間の半分以上を占めて
いるものをいうこと。 

① 清掃又は片付けの業務 
②   手作業により又は手工具若しくは小型動

力機を用いて行う取付け、組線、バリ取り、
かしめ、巻線又は穴あけの業務 

③   手作業により行う熟練を要しない軽易な
目視による選別・検数、材料若しくは部品
の運搬・取り揃え、包装、袋詰め、箱詰め
又はラベル貼りの業務  

 

 

 

 

自動車・同附

属品製造業最

低賃金  

 

 

 

 

９１９円 

（Ｒ３.１.14） 

 

 

山梨県の区域内で、次の産業

を営む使用者及び使用者に

使用される労働者 

(1) 自動車・同附属品製造業 

(2) (1)に掲げる産業におい

て管理,補助的経済活動を

行う事業所 

(3) 純粋持株会社（管理する

全子会社を通じての主要

な経済活動が(1)に掲げる

産業に分類されるものに

限る。） 

(1) １８歳未満又は６５歳以上の者 
(2) 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得
中のもの(技能養成の内容、実施期間が明確
で、かつ、計画性をもち、担当者又は責任者
が定められていること等一定の要件を具備
している技能養成の対象者に限る。） 

(3) 次に掲げる業務に主として従事する者 
「業務に主として従事する者」とは、次の
①から③の業務に従事する時間が当該労働
者の月間総実労働時間の半分以上を占めて
いるものをいうこと。 

① 清掃又は片付けの業務 
②   手作業により又は手工具若しくは小型電

動工具を用いて行う熟練を要しないバリ取
り、取付け、穴あけ、レッテル貼り・ラベ
ル貼り又はかしめの業務（これらの業務の
うちライン工程の中で行う業務を除く。） 

③   手作業により行う熟練を要しない検数、
供給取り揃え、包装、袋詰め、箱詰め、選
別又はマスキングの業務（これらの業務の
うちライン工程の中で行う業務を除く。） 

(注)  最低賃金の比較にあたって、次の賃金は算入しません。 

① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当   ② 時間外・休日・深夜手当  ③ 臨時に支払われる賃金 

④１か月を超える期間ごとに支払われる賃金 

地 域 別 
時 間 額 

（発効年月日） 適用の範囲 

山梨県最低賃金 
８３８円 

（Ｒ２.10.９） 

産業や職種に関わりなく、山梨県内で働く常用・臨時・
パートなどすべての労働者と、労働者を一人でも使用して
いるすべての使用者に適用されます。 
ただし、下記の２業種は該当する特定（産業別）最低賃

金が適用されます。 
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１ 山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気

機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 

時間額 ９１４円 

令和３年１月１４日発効 

 

 

 

 

 

Ｑ１ どのような産業が適用になるのですか 

日本標準産業分類でみますと、Ｅ２８電子部品・デバイス・電子回路

製造業、Ｅ２９電気機械器具製造業及びＥ３０情報通信機械器具製造業

の３つの中分類が適用されます。 
なお、具体的には別表１のとおりです。 

 

Ｑ２ どのような使用者に適用されますか 

山梨県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情

報通信機械器具製造業を営む使用者に適用されます。 

 

Ｑ３ どのような労働者に適用されますか 

山梨県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情

報通信機械器具製造業を営む使用者に使用される労働者に適用されます。 

ただし、次（次ページ）に掲げる者は除かれ、山梨県最低賃金の適用

を受けることとなります。 



 2 

 

 

 

    １ １８歳未満又は６５歳以上の者 
    
 
 １ １８歳未満又は６５歳以上の者 
 
２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの（技能養成
の内容、実施期間が明確で、かつ、計画性をもち、担当者又は責
任者が定められていること等一定の要件を具備している技能養成
の対象者に限る。）  

     
３ 次に掲げる業務に主として従事する者 

「業務に主として従事する者」とは、次の（１）から（３）の
業務に従事する時間が当該労働者の月間総実労働時間の半分以上
を占めているものをいうこと。 
また、適用除外業務の複数に従事している者については、その

すべての時間を合算して判断すること。 
 

（１）清掃又は片付けの業務 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う取付け、組線、

バリ取り、かしめ、巻線又は穴あけの業務 

 

（３）手作業により行う熟練を要しない軽易な目視による選別・検数、材料若

しくは部品の運搬・取り揃え、包装、袋詰め、箱詰め又はラベル貼りの業

務 

      

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機

械器具製造業最低賃金における適用除外について 
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    前記において、それぞれの用語については、以下のように定義する。 

      ア 「手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う業務」と

は、労働者が卓上において、容易かつ軽易に製造、加工等を行うこと

ができ、また、危険性の少ない業務であること。 

       イ 「手作業」とは、機械を使用せず、手又は手の延長たる簡易な用具（小

型のカッター、はさみ、包丁等）を用いて行う作業。 

       ウ 「手工具」とは、手によって容易に保持できる軽量で危険性の少ない

小型のもので、人力により製造・加工等を行うための工具をいい、動

力で作動するものは含まない。 

       エ 「小型動力機」とは、電力や圧縮空気を動力源とした、卓上式・可搬

式又は手持式の操作が容易な機械器具、例えば、電動ドライバー、電

気グラインダー、ドライヤー等をいう。 

       オ 「組線」とは、複数のリード線等をそろえ、からげる業務。 

       カ 「かしめ」とは、部品どうしを合わせてリベットなどを用いて接合す

る業務。 

       キ 「取付け」とは、電気機器の部品を機器に、あるいは、部品どうしを

合体又は組み込む業務。取付けの態様は、挿入、ネジ止め等があり、

溶接やはんだ付けは含まない。 

       ク 「巻線」とは、コイルやトランスなどに線を巻く作業。 

       ケ 「穴あけ」とは、精度を求めない軽易な穴あけ業務。 

       コ 「バリ取り」とは、部品の突起物を除去する業務。 

       サ 「ラベル貼り」とは、軽易な作業で、熟練を要する作業を含まない。 

       シ 「選別」とは、準備段階における部品の仕分け作業。 

       ス 「検数」とは、箱詰め、袋詰め等の際に製品を数える作業。 

       セ 「包装」、「箱詰め」、「袋詰め」とは、軽易な作業で、梱包や荷造

りは含まない。 

       ソ 「材料若しくは部品の運搬・取り揃え」とは、軽易な作業で、経験と

熟練を必要とされる業務は含まない。 

 

 

 

 

用語の定義 
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[手工具] 

ドライバー、ニッパ、プライヤー     はさみ、カッター 
 

 

 

 

 

 

 

圧着工具： 配線の先端に端子部品をかしめる(圧着)工具。 

      作業方法は、圧着部に端子部品をセットし、端子部品の足に配線置 

き圧着機のアームを握ることにより、端子部品と配線が接合され 

る。 

① 圧着工具（手持ち型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  圧着工具（定置型）：  下型に端子部品を置き、その上に配線などを載 

             せ、レバーを手前に引くことで端子部をかしめ

（圧着）、配線に接合する。 

 

 

 

 

 

[手工具]及び[小型動力機] 

] 
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[小型動力機] 

かしめ機 ： 下型に端子部品を置き、その上に配線をのせ起動スイッチ（足

踏み式）押し、圧着することにより端子部と配線を接合する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドライヤー： 絶縁用の樹脂管などを使用し、ドライヤーで樹脂管を暖め自然温

度下で収縮する特性を利用し、配線の接合部分の絶縁や配線を束

ねるなどの目的に使用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹脂管をドライヤーで暖め

ている作業 
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ミニ・カッター：材料に穴開けや、研磨作業などに使用される。また、基盤の誤

配線を切断する作業などにも使用される。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ハンドグラインダ：部品のバリ取り作業などに使用される。 

  

 

 

 

 

 

 

電気ディスクグラインダ：部品のバリ取り作業などに使用される。 

 

 

 

 

 

 

 

電動ドライバー：動力により、ビスを締めたり、あるいは緩めるなどの作業に使

用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




